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選
挙
管
理
委
員
会
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政
治
団
体
の
名
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等
の
届
出
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…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送
…
…
…
…
七

事
業
者
及
び
候
補
者
一
人
当
た
り
の
放
送
回
数
の
一
部
改
正

○
山
梨
県
知
事
選
挙
に
お
い
て
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
…
…
…
…
七

候
補
者
一
人
当
た
り
の
放
送
回
数
の
一
部
改
正

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
四
月
十
六
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
四
月
十
六
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

四
月
十
六
日

号
外
第
二
十
一
号

金　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

全
日
本
不
動
産
政
治
連
盟
山
梨
県
　

小
　
川
　
峰
　
夫
　

藤
　
森
　
　
　
豪
　

甲
府
市
徳
行
三
│
一
三
│
二
五
　
岩
下
ビ
ル
二
Ｆ
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

本
部

三
月
十
八
日

三
月
十
九
日

安
心
と
信
頼
で
つ
な
ぐ
山
梨
県
民
　

早
川
陽
一
朗
　

渡
　
辺
　
一
　
彦
　

甲
府
市
相
生
二
│
七
│
一
七
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

連
合

三
月
二
十
日

三
月
二
十
三
日

新
津
尚
を
か
こ
む
会
ニ
ュ
ー
ウ
エ
　

井
　
上
　
慎
　
一
　

長
谷
川
正
一
郎
　

南
ア
ル
プ
ス
市
下
宮
地
六
九
五
│
一
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

イ
ブ

三
月
二
十
六
日

三
月
二
十
九
日

北
里
と
し
あ
き
山
梨
県
後
援
会
　

萩
　
原
　
幸
　
男
　

有
　
賀
　
　
　
充
　

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
成
島
二
三
六
五
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

四
月
一
日

四
月
五
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
四
月
十
六
日

二

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

奥
秋
恵
次
後
援
会
　

小
　
俣
　
賢
　
明
　

小
　
林
　
清
　
利

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

伊
　
藤
　
　
　
敏

小
　
林
　
　
　
工
　

一
月
二
十
三
日
　

一
月
二
十
三
日

新

石
井
佐
武
郎
後
援
会
　

潮
　
田
　
勝
　
彦

平
成
十
五
年
　

平
成
十
六
年

旧

小
　
林
　
　
　
暁

二
月
五
日
　

二
月
五
日

新

棚
本
邦
由
後
援
会
　

志
　
村
　
正
　
徳

稲
　
田
　
　
　
良
　

大
月
市
大
月
町
花
咲
一
六
七
七
│
一
一

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

中
　
平
　
信
　
馬

宝
　
方
　
仁
志
雄
　

大
月
市
七
保
町
奈
良
子
二
七
四
　

二
月
二
十
八
日
　

三
月
一
日

新

義
友
会
　

生
　
原
　
繁
　
美
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
六
年

旧

保
　
坂
　
　
　
巌
　

十
月
一
日
　

三
月
十
日

新

権
和
会
　

長
　
田
　
金
　
久

後
　
藤
　
徳
　
男

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

高
　
村
　
国
　
弘

渡
　
辺
　
　
　
実

一
月
五
日
　

三
月
十
一
日

新

韮
崎
市
政
を
考
え
る
市
民
の
会
　

韮
崎
市
旭
町
上
条
北
割
二
三
七
一
│
一

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

韮
崎
市
本
町
二
│
一
│
三
〇

三
月
十
日
　

三
月
十
一
日

新

山
下
仁
後
援
会
　

荒
　
井
　
彦
太
郎

山
　
下
　
雅
　
一

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

山
　
下
　
正
　
己

山
　
下
　
英
　
樹

三
月
十
六
日
　

三
月
十
六
日

新

尾
形
重
寅
後
援
会
　

尾
　
形
　
喜
久
雄

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

市
　
川
　
　
　
巌

一
月
十
三
日
　

三
月
十
八
日

新

長
田
幸
男
後
援
会
　

米
　
山
　
徳
三
郎

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

佐
々
木
　
清
　
忠

三
月
十
二
日

三
月
十
八
日

新

山
梨
県
社
会
福
祉
政
治
連
盟
　

秋
　
山
　
　
　
茂
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

依
　
田
　
經
　
雄
　

三
月
十
七
日
　

三
月
十
八
日

新

日
本
看
護
連
盟
山
梨
県
支
部
　

丹
　
沢
　
　
　
栄

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

中
　
山
　
竹
　
子

三
月
二
十
二
日
　

三
月
二
十
二
日

新

正
木
寿
郎
を
励
ま
す
会
　

長
　
坂
　
　
　
豊
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

藤
　
本
　
長
　
輝
　

三
月
二
十
二
日
　

三
月
二
十
二
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
四
月
十
六
日

三

新

日
本
共
産
党
雨
宮
ふ
み
お
後
援
会
　

東
八
代
郡
石
和
町
四
日
市
場
三
二
│
二
山
下
荘
一
│
五

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

東
八
代
郡
石
和
町
広
瀬
七
七
九

三
月
十
九
日
　

三
月
二
十
四
日

新

正
進
会
　

大
久
保
　
公
　
雄
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

荻
　
野
　
光
　
雄
　

三
月
二
十
四
日
　

三
月
二
十
五
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
理
容
生
活
　

遠
　
藤
　
眞
　
風
　

藤
　
田
　
澄
　
夫

平
成
十
五
年
　

平
成
十
六
年

衛
生
同
業
組
合
支
部

旧

上
　
田
　
二
　
朗
　

望
　
月
　
孝
　
章
　

五
月
十
二
日
　

三
月
二
十
六
日

新

山
梨
県
理
容
政
治
連
盟
　

遠
　
藤
　
眞
　
風
　

藤
　
田
　
澄
　
夫

平
成
十
五
年
　

平
成
十
六
年

旧

上
　
田
　
二
　
朗
　

望
　
月
　
孝
　
章
　

五
月
十
二
日
　

三
月
二
十
六
日

新

ほ
の
べ
実
後
援
会
伸
保
会
　

三
　
井
　
新
　
一
　

辻
　
　
　
俊
　
仁

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

ほ
の
べ
実
後
援
会

有
　
馬
　
政
　
雄
　

長
　
田
　
義
　
重
　

三
月
十
八
日
　

三
月
二
十
六
日

新

若
駒
会
　

剣
　
持
　
克
　
広

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

伊
　
東
　
元
喜
知
　

三
月
二
十
六
日
　

三
月
二
十
六
日

新

山
本
栄
彦
を
支
援
す
る
栄
山
会
　

甲
府
市
朝
日
二
│
五
│
五

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

甲
府
市
湯
村
二
│
六
│
一
九

三
月
二
十
三
日
　

三
月
三
十
日

新

後
藤
ひ
と
し
を
支
援
す
る
斎
民
会
　

甲
府
市
朝
日
二
│
五
│
五

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

甲
府
市
湯
村
二
│
六
│
一
九

三
月
二
十
三
日
　

三
月
三
十
日

新

民
主
党
刷
新
会
　

甲
府
市
朝
日
二
│
五
│
五

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

甲
府
市
湯
村
二
│
六
│
一
九

三
月
二
十
三
日
　

三
月
三
十
日

新

雄
山
会
　

甲
府
市
塚
原
町
七
六
四

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

甲
府
市
塚
原
町
二
〇
三

三
月
三
十
日
　

三
月
三
十
日

新

山
梨
県
商
工
政
治
連
盟
　

原
　
田
　
　
　
力

平
成
十
五
年
　

平
成
十
六
年

旧

植
　
松
　
友
　
一
　

十
二
月
二
日
　

三
月
三
十
一
日

新

山
田
厚
と
つ
く
し
の
会
　

千
　
野
　
耕
　
平
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

難
波
田
　
九
十
九
　

三
月
二
十
七
日
　

三
月
三
十
一
日

新

渡
辺
孝
夫
後
援
会
　

渡
　
辺
　
智
恵
子

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

小
　
俣
　
隆
　
男
　

三
月
二
十
七
日
　

三
月
三
十
一
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
四
月
十
六
日

四

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス

輿
　
石
　
　
　
保
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

支
部

旧

相
　
吉
　
秀
　
仁
　

三
月
三
十
一
日
　

三
月
三
十
一
日

新

全
国
エ
ル
ピ
ー
ガ
ス
政
治
連
盟
　

輿
　
石
　
　
　
保
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

山
梨
県
支
部

旧

相
　
吉
　
秀
　
仁
　

三
月
三
十
一
日
　

三
月
三
十
一
日

新

日
本
共
産
党
遠
藤
昭
子
後
援
会
　

梅
　
津
　
幸
　
造
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

筒
　
井
　
昭
　
治
　

三
月
三
十
一
日
　

三
月
三
十
一
日

新

日
本
共
産
党
石
原
つ
よ
し
後
援
会
　

岡
　
　
　
　
　
猛
　

甲
府
市
中
小
河
原
一
│
一
六
│
二
八

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

筒
　
井
　
昭
　
治
　

甲
府
市
青
沼
二
│
九
│
一
二

三
月
三
十
一
日
　

三
月
三
十
一
日

新

尚
友
会
　

浅
　
利
　
　
　
博
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

浅
　
利
　
喬
　
三
　

三
月
三
十
一
日
　

三
月
三
十
一
日

新

松
の
会
　

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

松
友
会

四
月
一
日
　

四
月
一
日

新

昇
友
会
　

秋
　
山
　
一
　
紀
　

山
　
田
　
忠
　
明

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

旧

花
　
形
　
先
　
雄
　

秋
　
山
　
一
　
紀
　

四
月
一
日
　

四
月
九
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
第
一
選
挙
　

中
　
島
　
真
　
人

嶋
　
田
　
英
　
夫

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

区
支
部

旧

米
　
田
　
建
　
三
　

中
　
江
　
克
　
己
　

四
月
九
日
　

四
月
十
二
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

章
友
会
　

石
　
川
　
英
　
次
　

塩
　
島
　
為
　
夫
　

西
八
代
郡
三
珠
町
大
塚
四
四
二
二

平
成
十
五
年
　

平
成
十
六
年

十
二
月
三
十
日
　

一
月
二
十
一
日

八
田
村
せ
い
し
ん
会
　

込
　
山
　
行
　
広
　

中
　
島
　
勤
　
也
　

南
ア
ル
プ
ス
市
榎
原
八
六
三
│
四
一

平
成
十
五
年
　

平
成
十
六
年

十
二
月
三
十
一
日
　

一
月
二
十
九
日

博
友
会
　

若
　
林
　
　
　
肇
　

若
　
林
　
竹
　
男
　

南
巨
摩
郡
中
富
町
宮
木
四
四
〇

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

二
月
二
十
九
日
　

三
月
一
日

牛
田
茂
後
援
会
　

牛
　
田
　
義
　
郎
　

加
　
藤
　
正
　
樹
　

南
都
留
郡
西
桂
町
倉
見
七
三
八

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
八
日
　

三
月
八
日

７
町
村
の
対
等
合
併
を
推
進
す
る
　

三
　
井
　
　
　
功
　

宮
　
澤
　
宥
　
文
　

北
巨
摩
郡
明
野
村
上
手
六
七
二

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

会

三
月
十
六
日
　

三
月
十
六
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
四
月
十
六
日

五

清
水
寿
昌
と
共
に
歩
む
会
　

三
　
井
　
敏
　
彦
　

宮
　
澤
　
宥
　
文
　

北
巨
摩
郡
明
野
村
浅
尾
二
一
二
二

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
十
七
日
　

三
月
十
七
日

の
ぶ
よ
し
会
　

中
　
込
　
安
　
平
　

手
　
塚
　
定
　
雄
　

中
巨
摩
郡
敷
島
町
大
下
条
一
一
二
八

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
十
五
日
　

三
月
十
八
日

深
志
会
　

依
　
田
　
経
　
雄
　

矢
　
崎
　
祐
　
三
　

南
巨
摩
郡
増
穂
町
最
勝
寺
一
五
一
四

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
十
五
日
　

三
月
二
十
二
日

鰍
沢
深
志
会
　

保
　
坂
　
精
　
治
　

矢
　
崎
　
祐
　
三
　

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
六
八
六

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
十
五
日
　

三
月
二
十
二
日

中
富
深
志
会
　

望
　
月
　
満
　
治
　

矢
　
崎
　
祐
　
三
　

南
巨
摩
郡
中
富
町
大
塩
一
二
九
九

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
十
五
日
　

三
月
二
十
二
日

早
川
深
志
会
　

深
　
澤
　
雄
　
二
　

矢
　
崎
　
祐
　
三
　

南
巨
摩
郡
早
川
町
湯
島
八
三
五

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
十
六
日
　

三
月
二
十
二
日

富
沢
深
志
会
　

望
　
月
　
亀
　
一
　

矢
　
崎
　
祐
　
三
　

南
巨
摩
郡
南
部
町
万
沢
五
二
〇
〇

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
十
七
日
　

三
月
二
十
二
日

南
部
深
志
会
　

若
林
き
み
江
　

矢
　
崎
　
祐
　
三
　

南
巨
摩
郡
南
部
町
内
船
七
三
七
〇

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
十
七
日
　

三
月
二
十
二
日

身
延
深
志
会
　

佐
　
野
　
　
　
孟
　

矢
　
崎
　
祐
　
三
　

南
巨
摩
郡
身
延
町
角
打
七
七
七
│
一

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
十
七
日
　

三
月
二
十
二
日

笹
友
会
　

武
　
井
　
　
　
幌
　

小
田
切
吉
弘
　

中
巨
摩
郡
敷
島
町
神
戸
二
〇
七

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
二
十
五
日
　

三
月
二
十
五
日

明
る
い
民
主
県
政
を
つ
く
る
会
　

武
　
藤
　
　
　
巌
　

清
　
水
　
　
　
豊
　

甲
府
市
朝
日
五
│
七
│
二

平
成
十
五
年
　

平
成
十
六
年

十
二
月
三
十
日
　

三
月
二
十
九
日

英
進
会
　

渡
　
辺
　
典
　
一
　

小
　
林
　
義
　
光
　

東
八
代
郡
中
道
町
上
曽
根
三
一
九
四

平
成
十
五
年
　

平
成
十
六
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
二
十
九
日

盛
和
会
　

名
　
取
　
和
　
久
　

有
　
野
　
　
　
一
　

南
ア
ル
プ
ス
市
在
家
塚
一
〇
八

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
二
十
四
日
　

三
月
二
十
九
日

さ
つ
き
会
　

藤
　
本
　
富
　
造
　

清
　
水
　
茂
　
彦
　

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
三
四
五
六
│
一

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
二
十
四
日
　

三
月
二
十
九
日

勝
力
会
　

小
須
田
正
市
　

浅
　
川
　
千
　
歳
　

北
巨
摩
郡
高
根
町
清
里
三
五
五
六

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
二
十
九
日
　

三
月
二
十
九
日

斉
藤
実
を
励
ま
す
会
　

斉
　
藤
　
喜
　
武
　

功
　
刀
　
晃
　
明
　

韮
崎
市
中
田
町
小
田
川
一
三
二
二

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
三
十
日
　

三
月
三
十
日

常
和
会
　

保
　
坂
　
　
　
実
　

石
　
川
　
能
　
彦
　

北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
六
三
七
三

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
二
十
五
日
　

三
月
三
十
一
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
四
月
十
六
日

六

小
俣
市
三
後
援
会
　

大
　
野
　
角
　
治
　

小
　
山
　
　
　
正
　

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
四
七
一
八

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日
　

三
月
三
十
一
日

山
友
会
　

小
　
林
　
栄
　
男
　

山
　
本
　
立
　
秋
　

東
八
代
郡
中
道
町
右
左
口
三
一
九
一

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日
　

三
月
三
十
一
日

三
浦
俊
昭
後
援
会
　

渡
　
辺
　
昭
　
三
　

渡
　
辺
　
賢
　
一
　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
西
湖
一
一
三
一

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日
　

三
月
三
十
一
日

加
藤
昇
後
援
会
　

赤
　
澤
　
　
　
識
　

加
　
藤
　
和
　
哉
　

都
留
市
鹿
留
六
二
一

平
成
十
六
年
　

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日
　

四
月
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
十
六
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
取
消
届

氏
　
　
　
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
取
消
年
月
日

届
出
年
月
日

名
　
取
　
和
　
久

山
梨
県
議
会
議
員

盛
和
会

南
ア
ル
プ
ス
市
在
家
塚
一
〇
八

名
　
取
　
和
　
久

平
成
十
五
年

平
成
十
六
年

九
月
十
三
日

三
月
二
十
九
日

政
治
資
金
規
正
法
第
1
2
条
第
１
項

平
成
1
4
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
1
4
年
1
2
月
3
1
日
ま
で

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

政
治
団
体
の
名
称
　
　
嘉
栄
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
渡
辺
嘉
男

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
　
　
　
　
富
士
吉
田
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

３
月
24日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
1）
収
入
総
額

０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
2）
支
出
総
額

０
円

（
3）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
い
き
い
き
山
梨
ふ
だ
ん
着
ネ
ッ
ト

報
告
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

３
月
24日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
1）
収
入
総
額

０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
2）
支
出
総
額

０
円

（
3）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
笹
友
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

３
月
25日



山 梨 県 公 報 号 外 第 二 十 一 号 　 　 平 成 十 六 年 四 月 十 六 日 七

１　収入・支出の総額
（1）収入総額 ３３,０８５円

ア　前年繰越額 ３３,０８５円
イ　本年収入額 ０円

（2）支出総額 ３３,０８５円
（3）翌年への繰越額 ０円

２　収入・支出の内訳
（2）支出の内訳

イ　政治活動費 ３３,０８５円
（ア）組織活動費 ３３,０８５円
合　計 ３３,０８５円

政治団体の名称　　　　小佐野弘士後援会

報告年月日　　　　　　　平成16年３月19日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額 ０円

ア　前年繰越額 ０円
イ　本年収入額 ０円

（2）支出総額 ０円
（3）翌年への繰越額 ０円

政治団体の名称　　　　のぶよし会

報告年月日　　　　　　　平成16年３月31日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額 ０円

ア　前年繰越額 ０円
イ　本年収入額 ０円

（2）支出総額 ０円
（3）翌年への繰越額 ０円

政治団体の名称　　　　雄山会

報告年月日　　　　　　　平成16年３月30日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額 ０円

ア　前年繰越額 ０円
イ　本年収入額 ０円

（2）支出総額 ０円
（3）翌年への繰越額 ０円

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 十 二 号

参 議 院 山 梨 県 選 出 議 員 選 挙 に お い て 政 見 放 送 を 行 う こ と が で き る 一 般 放 送 事 業 者 及 び

候 補 者 一 人 当 た り の 放 送 回 数 （ 平 成 七 年 山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 四 十 七 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 め る 。

平 成 十 六 年 四 月 十 六 日

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会

委 　 員 　 長 　 　 石 　 　 澤 　 　 道 　 　 夫

「 「

二 　 　 　 　 　 一

表 中 　 　 　 　 　 　 を 　 　 　 　 　 に 改 め る 。

一 　 　 　 　 　 二

」 」

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 十 三 号

山 梨 県 知 事 選 挙 に お い て 政 見 放 送 を 行 う こ と が で き る 一 般 放 送 事 業 者 及 び 候 補 者 一 人

当 た り の 放 送 回 数 （ 平 成 六 年 山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 め る 。

平 成 十 六 年 四 月 十 六 日

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会

委 　 員 　 長 　 　 石 　 　 澤 　 　 道 　 　 夫

「 「

一 　 　 　 　 　 二

表 中 　 　 　 　 　 　 を 　 　 　 　 　 に 改 め る 。

二 　 　 　 　 　 一

」 」



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
四
月
十
六
日

八


